
水道埋設管の保安協議について  

 
           上下水道工事課 水道工事グループ 

                              
道路掘削を伴う工事については、日頃より事故防止を注意喚起しておりますが、

毎年、破損事故が発生し続けている状況です。 
 水道管の破損事故は、各家庭や店舗、医療施設など多岐に影響を及ぼし、場合

によっては甚大な損害につながる可能性があります。 
近接作業を行う際の注意事項をご理解いただき、事故防止に努めていただきた

いと思います。 
 
 
 
 

【着手前】 
① 「水道管調査について」（別紙１）を作成のうえ、上下水道工事課水道工

事グループ（以下、水道工事Ｇ）と協議（埋設物の確認）をお願いし

ます。 
② 水道管の移設、仕切弁筐の高さ調整などが必要となる場合は、「水道

管移設依頼書」 （別紙２）を水道工事Ｇに提出願います。 
なお、移設には準備期間（工事費の算定、断水区域の調査、周知な

ど）を含め時間を要する場合があります。 

③ 万が一、水道管破損事故が発生した場合に備え、事前に断水や濁水発

生の影響を受ける周辺施設（特に病院・飲食店・美容院・工場など）

の把握をしてください。 
 
 

【試験掘削による確認】 
① 管網図を参考に、特に埋設管周辺は人力での作業をお願いします。 
② 主に古い水道管は埋設表示シートや砂巻きが施工されていない箇所  

があるため、土質の変化等に注意して作業を行ってください。 
 

※ 水道管網図に記載のない不明管等を発見した場合は、水道工事Ｇ 

へ連絡願います。 
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１．水道管近接作業に関する注意事項 



 
 
【施工時】 

① 万一の水道管の破損事故に備え、可能な限り管圧着機の携帯をお願いしま

す。 
② やむを得ず水道管を露出させて作業する場合は、水道管の防護を行い、埋

戻し時には砂巻きを行ってください。 （砂の厚さは管の外面より１０㎝確

保してください。） 
 ③ 水道管の上（３０㎝）に敷設されている表示シートは、埋戻し時に現場で

発生したものを復旧（再利用）してください。水道工事Ｇでは支給しませ

んので、掘削時には慎重な施工を心掛け、紛失することのないようにお願

いします。 
④ やむを得ず休日に作業する場合は、「休日・夜間作業届」に緊急対応の依

頼を予定している水道事業者を明記し、発注機関の担当監督員に提出願いま

す。（水道工事Ｇへの提出、連絡は不要です。） 
  
 
 
 

道路工事において水道管を破損させた場合は、迅速な対応が必要となります。

『破損時における緊急対応フロー』（Ｐ３）に沿って対応をお願いします。 
 
 
☆緊急時の連絡先☆ 

・道路内の埋設管に関すること 
上下水道工事課（水道工事Ｇ）・・ ０５３８－５８－３２８２ 

・宅地内の埋設管に関すること 
第一環境㈱   ・・・・・・・  ０５３８－５８－３０７０ 
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２．破損時における対応について 



破損時における緊急対応フロー 
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工事施工者 発注機関監督員 
（道路内）上下水道工事課 

水道工事ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

着手前に緊急時に復旧依頼できる 
水道事業者を選定 

破損事故発生 

水道事業者へ修繕を依頼。発注機関

監督員へ以下の項目を報告 
・破損場所 
・破損時間 
・破損状況(何をしてどうなったのか)  
・修繕依頼業者 
・復旧見込み 

復旧修繕作業 

水道管網図により、断水、濁水等の

予想される範囲の家屋等に、当該工

事にて水道管を破損したことや復旧

見込みについて状況説明 

断水・濁水が発生した場合は上下水

道工事課水道工事ｸﾞﾙｰﾌﾟ職員と協力

して給水車より飲料水の配布 

破損復旧後に各家庭をまわり、出水

不良や濁水がないか確認 

破損報告書（裏面参照）を上下水道

工事課水道工事ｸﾞﾙｰﾌﾟへ提出 

状況の把握・上下水道

工事課水道工事ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟへ連絡 
状況の把握及び断水

区域・濁水の状況調

査 
関係機関へ連絡をと

り、復旧工事の調整

を行う 

給水車の準備 
給水作業 

全ての復旧作業が終

了したことを確認 

破損報告書受理 

連絡 連絡 

連絡 

 

相互に協力 

復旧の終了報告 

（宅地内）第一環境㈱ 



磐田市 環境水道部 上下水道工事課長様 

水道管破損事故報告書

・工事名 ○○○○工事 

 

・施工箇所 磐田市 ○○ 地内 

 

・破損日時 令和  年  月  日（ ）午前  時 

 

令和  年  月  日 

報告者   磐田市○○ 

株式会社○○○○ 

代表取締役社長 ○○○○  

現場責任者 ○○○○ 

今後工事を進める上で上記の対応策を講じ、安全第一で細心の注意を払いながら施工する 

ようにいたします。 

4

位置図、破損状況の写真（あればで構いません）を添付して提出して下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・破損状況 

 

 

 

 

 

 

 

・破損事故の原因 

 

 

 

 

 

 

・今後の対応策 
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※ 位置図、破損・復旧の状況写真を添付してください

 （例） 8：30  朝礼
     9：00  掘削作業開始

      10：45  水道管破損事故発生
      10：50  発注機関へ報告

…



 事 務 連 絡 
令和  年  月  日 

 
 
磐田市上下水道工事課長 様 
 

磐田市 ○○○○○課長 
 
 

水 道 管 調 査 に つ い て 
 
 標記のことについて下記のとおり○○○○○○○工事を施工いたしますので連絡いたし

ます。 
 

記 
 
１ 工事施工箇所  磐田市 ○○○ 〇〇番地〇 地先 
 
２ 工 事 期 間  着手 令和 ○年 ○月 ○日 
          完成 令和 ○年 ○月 ○日 
 
３ 担  当  者  ○○○○課○○○グループ ○○○○ 
          電話 （○○○○）○○－○○○○  （内線○○－○○○○） 
 
４ 請  負  者  ○○○○○○○○ 
          現場代理人 ○○○○ 
          電話 ○○○－○○○○－○○○○ 
 
５ 添 付 書 類  位置図・平面図・横断図 
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 事 務 連 絡 
令和  年  月  日 

 
 
磐田市上下水道工事課長 様 
 

磐田市 ○○○○○課長 
 
 

道路工事に伴う水道管移設依頼について 
 
 標記のことについて令和  年  月  日付けで連絡を行った工事につきまして 
工事区間内の仕切弁の高さ調整・水道管移設をお願いします。 
 

記 
 
１ 移設 希 望 日  令和  年  月  日まで 
 
２ 通 行 規 制  片側交互通行 ・ 車両通行止 （夜間開放） 

令和  年  月  日 ~ 令和  年  月  日 
 
３ 担  当  者  ○○○○課○○○グループ ○○○○ 
          電話（○○○○）○○－○○○○  （内線○○－○○○○） 
 
４ 請  負  者  ○○○○○○○○ 
          現場代理人 ○○○○ 
          電話 ○○○－○○○○－○○○○ 
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第１章  総  則 

 

第１節  一般事項 

１．１．１  趣旨 

この水道工事共通仕様書（以下「仕様書」という。）は、磐田市が発注する水道工事、その他

これに類する工事（以下「工事」という。）に係る磐田市建設工事請負契約約款（契約書を含み

以下「契約書」という。）及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに

その他必要事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

 

１．１．２  適用 

１．契約書に添付されている図面、特記仕様書に記載された事項は、この仕様書に優先する。 

また、この仕様書は、磐田市土木工事共通仕様書に優先する。 

 ２．請負者は、この仕様書で列記されている基準類のほか、下記の基準類によらなければなら

ない。また、この基準類が改正された場合は改正された基準類によるものとする。なお、基

準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義があ

る場合は監督員に確認を求めなければならない。 

  日本水道協会編「水道施設設計指針」 

  日本水道協会編「水道維持管理指針」 

  日本水道協会編「水道施設耐震工法指針・解説」 

  日本ダクタイル鉄管協会編「ダクタイル鉄管布設工事標準マニュアル」 

  日本ダクタイル鉄管協会編「ダクタイル管路配管設計標準マニュアル」 

  日本ダクタイル鉄管協会編「ダクタイル鉄管管路設計と施工」 

  日本水道鋼管協会編「水道用鋼管」 

  日本水道鋼管協会編「水道用塗覆装鋼管現場施工基準」 

  日本水道鋼管協会編「水道用ステンレス鋼管設計施工指針」 

  塩化ビニル管・継手協会編「水道用硬質塩化ビニル管技術資料＜施工編＞」 

  塩化ビニル管・継手協会編「水道用硬質ポリ塩化ビニル管技術資料＜規格・設計編＞」 

 配水用ポリエチレンパイプシステム協会編 

「水道配水用ポリエチレン管及び管継手設計マニュアル」 

「水道配水用ポリエチレン管及び管継手施工マニュアル」 

  各ポリエチレン管継手メーカーの継手接合マニュアル及び日本水道協会仕様書 

   

１．１．３  施工管理 

１．請負者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質

及び出来形が設計図書に適合するよう十分な管理をしなければならない。 

 ２．工事の施工管理は、別に定める「写真管理基準」及び「出来形管理基準」による。 

 ３．請負者は、出来形管理において舗装等に伴う路面高さの変動分を考慮する場合、舗装本復

旧の着手前に出来形測定結果（測量計算書及び写真等）を監督員に提出し確認を受けなけれ

ばならない。 

水道工事共通仕様書（令和８年４月改定）より抜粋
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工　　種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測　　定　　箇　　所 摘 　　　　　 要

幅（Ｗ） -50

深さ（Ｈ） -30

砂厚（ｔ,t1,t2） 設計値以上

幅（Ｗ） -50

管種により
t2は省略できる。

土被り（Ｈ） ±30

法線（ｅ） ±50

平面延長（Ｌ） -0.20% 各測点間の距離

厚さ（ｔ） -7 基準高（Ｖ）からの下がり

幅（Ｗ） -25 ４０ｍ毎

土被り(H)につい
て、現況と仕上
がり舗装面の高
さが変わる場

合、事前協議に
より路面高さの
変動分を考慮し
た設計値を設定
することができ

出　来　形　管　理　基　準

基準高(V)からの下がり

１層仕上げ厚
２０ｃｍ以内

管布設工

仮舗装工

４０ｍ毎

４０ｍ毎掘削工

敷砂工

埋戻し工

４０ｍ毎

厚さ（ｔ） -30 ４０ｍ毎

W

H

W

t
t1

1層

２層
路盤

Ｖ

ｅ

Ｈ

W ｔ
Ｖ

t2

t
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